
京都市動物園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２３年６月１日           

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市動物園条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市動物園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表食堂の項を次のように改める。         

食 堂
     円

５２０

         「 

別表構内地の項中 売 店
１ 号 食 堂 前 １００ 

 を
２ 号 食 堂 前 １６０ 

                                    」 

「 

売 店 １６０  に改める。 

                          」 

             

第６号様式注以外の部分中 
「□ １号食堂 

を削る。 
□  ２号食堂」

 

   附 則 

 この規則は，平成２３年６月１日から施行する。 

（動物園） 

１３


